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関係法令 

【地方自治法（抜粋）】 

（昭和 22年 4月 17日） 

（法律第 67号） 

第二条 地方公共団体は、法人とする。 

⑨ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することと

される事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適

正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定

めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。) 

⑩ この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事

務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ

同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律について

それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に

基づく政令に示すとおりである。

【地方自治法施行令（抜粋）】 

 (昭和二十二年五月三日) 

(政令第十六号) 

(政令に定める法定受託事務) 

第一条 政令に定める法定受託事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二

条第九項に規定する法定受託事務をいう。)で同条第十項の政令に示すものは、第一

号法定受託事務(同条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務をいう。第二百二

十三条において同じ。)にあつては別表第一の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同

表の下欄に、第二号法定受託事務(同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受

託事務をいう。第二百二十四条において同じ。)にあつては別表第二の上欄に掲げる

政令についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりである。 

別表第一 第一号法定受託事務(第一条関係) 

自衛隊法施行

令(昭和二十九

年政令第百七

十九号) 

第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村

が処理することとされている事務、第百六十一条第二項の規定に

より河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定

する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級

河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている

事務並びに第百三十三条(第百四十四条において準用する場合を

含む。)、第百三十四条、第百三十五条(第百四十四条において準

用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(第百四十四条におい

て準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項、第百四十条にお

いて準用する災害救助法施行令第八条第二項第二号及び第百四十

一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事

務 
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【自衛隊法（抜粋）】 

（昭和二十九年六月九日） 

（法律第百六十五号） 

（地方協力本部） 

第二十九条 地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛

官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。 

２ 地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。 

３ 地方協力本部長は、防衛大臣の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、

部務を掌理する。 

 

 

（隊員の採用） 

第三十五条 隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証

に基く選考によることを妨げない。 

２ 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力

及び適性（自衛官にあつては、能力。第 37条において同じ。）を有するかどうかを判

定することをもつてその目的とする。 

一 自衛官 当該試験に係る階級において求められる能力 

二 自衛官以外の隊員 当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職

に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る官職についての適性 

３ 第 1項の試験及び選考その他隊員の採用の方法及び手続に関し必要な事項は、防

衛省令で定める。 

 

（都道府県等が処理する事務） 

第九十七条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及

び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。 

２ 防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集

に関する事務の一部について協力を求めることができる。 

３ 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定に

より都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。 

 

 

【自衛隊法施行令（抜粋）】 

（昭和二十九年六月三十日） 

（政令第百七十九号） 

（報告又は資料の提出） 

第百二十条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認

めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求

めることができる。 
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【住民基本台帳法（抜粋）】 

 （昭和42年7月25日） 

（法第81号） 

 

(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧) 

第十一条 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要であ

る場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号

から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。

以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディス

クをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつ

ては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及

び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住

民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該

国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができ

る。 

２ 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明

らかにしてしなければならない。 

一 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称 

二 請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を

明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(次項において「犯罪捜査等のため

の請求」という。)にあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びそ

の根拠となる法令の名称) 

三 住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者の職名及び氏名 

四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項 

３ 市町村長は、毎年少なくとも一回、第一項の規定による請求に係る住民基本台帳

の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、

当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要その他総務省令で

定める事項を公表するものとする。 
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【福岡市個人情報保護条例（抜粋）】 

（平成 17年 6月 23日） 

（条例第 103号） 

(利用及び提供に関する制限) 

第 10条 実施機関は，利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報

を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し，又は当該実施機関以外の者へ提供

してはならない。 

2 前項の規定にかかわらず，実施機関は，次の各号のいずれかに該当する場合は，利

用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し，又は当該実施機関以外の者へ

提供することができる。ただし，本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ

があると認められるときは，この限りでない。 

(1) 法令等に定めがあるとき。 

(2) 本人の同意があるとき，又は本人に提供するとき。 

(3) 出版，報道等により公にされているとき。 

(4) 人の生命，身体，健康，生活若しくは財産又は環境の保護のために緊急に必要が

あるとき。 

(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を自ら利用し，又は

他の実施機関若しくは国等に提供するとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか，実施機関が，福岡市個人情報保護審議会の意見を

聴いて，公益上の必要があると認めるとき。 
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